
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

三

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
お
け
る
基
本
的
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

13



政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
お
け
る
基
本
的
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
に
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
（
以
下
、
本
件
閣
僚

会
議
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
、
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務

省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
骨
子
に
つ
い
て
（
以
下
、
「
骨
子
」
と
い
う
。
）
、
を
議
論
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

特
定
技
能
一
号
は
家
族
帯
同
不
可
で
、
特
定
技
能
二
号
は
家
族
帯
同
可
能
で
あ
る
理
由
は
何
で
す
か
。

二

日
本
人
が
大
使
館
等
に
一
時
的
に
出
国
す
る
場
合
に
は
家
族
の
帯
同
を
認
め
る
一
方
、
特
定
技
能
一
号
の
家
族
帯
同
は
認

め
な
い
理
由
は
何
で
す
か
。
家
族
帯
同
を
認
め
な
い
の
は
人
権
侵
害
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

三

現
行
の
技
能
実
習
制
度
は
、
人
権
上
問
題
が
あ
る
と
し
て
国
連
な
ど
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
政
府
が
認
識
し
て

い
る
技
能
実
習
制
度
の
問
題
は
何
で
す
か
。

四

技
能
実
習
制
度
で
起
き
て
い
る
問
題
が
、
今
回
の
「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
に
よ
る
制
度
で
、
起
こ
ら
な
い
、

あ
る
い
は
、
問
題
が
拡
大
し
な
い
と
考
え
る
理
由
は
何
で
す
か
。

五

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
、
来
年
四
月
に
施
行
さ
れ
る
場
合
、
一
年
後
、
三
年
後
、
五
年
後
、
十
年

一



後
、
二
十
年
後
に
、
特
定
技
能
一
号
お
よ
び
二
号
の
外
国
人
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
万
人
く
ら
い
、
日
本
に
居
留
し
て
い

る
と
想
定
し
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
永
住
し
て
い
る
外
国
人
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
万
人
く
ら
い
と
想
定

し
ま
す
か
。

六

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
に
よ
り
、
日
本
人
の
雇
用
が
減
る
と
、
政
府
は
認
識
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
日
本

人
の
失
業
率
が
上
昇
す
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

七

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
に
よ
り
、
日
本
人
の
雇
用
は
将
来
的
に
何
万
人
減
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

八

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
に
よ
り
、
日
本
人
の
賃
金
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
、
下
が
る
、
あ
る
い
は
上
が
り
に
く
く

な
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

九

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
、
来
年
四
月
に
施
行
さ
れ
る
場
合
、
受
入
れ
業
種
は
、
い
つ
ま
で
に
決
め

る
の
で
す
か
。

十

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
、
来
年
四
月
に
施
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
受
入
れ
業
種
を
法
案
に

入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
一

現
時
点
で
は
、
す
べ
て
の
人
手
不
足
の
業
種
に
、
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
可

二



能
性
が
あ
る
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

十
二

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
で
、
受
入
れ
業
種
を
明
記
し
な
い
場
合
、
今
後
は
、
法
改
正
を
経
ず
に
、
政
府
の

裁
量
で
自
由
に
受
入
れ
業
種
を
増
や
せ
る
の
で
す
か
。

十
三

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
後
、
政
府
が
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
の
年
次
計
画
を
策

定
し
た
り
、
上
限
人
数
を
設
定
し
て
、
受
入
れ
人
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
四

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
施
行
さ
れ
た
場
合
、
必
要
と
な
る
予
算
は
最
大
で
い
く
ら
程
度
と
な
る
と
見
込

ん
で
い
ま
す
か
。

十
五

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
既
存
の
外
国
人
労
働
者
に
関
す
る
制
度
（
技
能
実
習
、
Ｅ
Ｐ
Ａ

（
経
済
連
携
協
定
）
・
総
合
特
区
・
国
家
戦
略
特
区
に
基
づ
く
就
労
、
在
留
資
格
「
介
護
」
、
留
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
等
）

が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

十
六

「
骨
子
」
で
示
さ
れ
て
い
る
法
改
正
に
よ
り
、
日
本
に
永
住
す
る
外
国
人
労
働
者
は
増
え
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

増
え
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
万
人
増
え
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


